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１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

５ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
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議    長 

 

 

 

 

開 会（午後２時１５分） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第１０回総会を開催いた

します。 

まず、議案の修正がありますので、事務局より報告をお願いします。 

 

資料の修正をお願いいたします。 

議案書５ページ番号１８の３段目の住所が４６５７番地となっていますが、

４６５７番地１に修正をお願いいたします。 

 

資料の差替えをお願いいたします。 

報告事項４「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」ですが、１

件漏れておりました。配布してあります差替の３５ページの番号３に追加しま

したので、この資料と差替えをお願いします。それに伴い、表紙の報告事項４

「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」件数を１０件から１１件

に修正をお願いいたします。 

 

本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、内委員、黒沢委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、有村委員、中村委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農地整備課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～５ページ １８件 

議    長 議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、３０年以上の耕作経験があるこ

とから、新規就農には該当しません。 

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号６号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号８号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、８番委員お願いします。 

 

８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 
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議 長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明します。 

譲受人は現在、経営農地はありませんが、１５年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

番号１２号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１３号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１４号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１５号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

番号１７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが親族の農地を耕作しながら５０年

以上の、農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

今回、農地を取得するにあたり、３条許可の申請を行うものです。 

番号１８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第

２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通し

をお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申請に関す

る件」１８件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人に許可

書を交付することといたします。 
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議題２．農地転用事業計画変更に関する件 

６ページ １件 

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。 

議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」吉田の番号８号の案件が、この

事業計画変更に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。 

吉田、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、変更前：駐車場１６３．２５㎡、資材置場１１７．００㎡、通路等

４３６．７５㎡ 変更後：作業場兼倉庫１棟２８２．０７㎡、駐車場１２．５０

㎡、通路等４２２．４３㎡、申請事由：当初は駐車場・資材置場として利用して

いたが、天候不良に対する従業員の作業環境確保や資材盗難対策のため作業場

兼倉庫を建築したもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和６年９月３日、

許可番号：農委第０６５５－６号。 

この件は、８ページの第４条、番号８と関連がありますので、併せて読み上げ

させていただきます。 

番号８号、用途・施設：作業場兼倉庫１棟２８２．０７㎡、駐車場１２．５０

㎡、通路等４２２．４３㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…農道、西・北…

宅地、南…市道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

この件について補足して説明いたします。 

申請者は農地法第５条事業計画変更の手続きをしないまま、作業場兼倉庫を

建築しており、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて申請人に、事業計画変更を行う場合は農地法の手続きをしな

ければならないことと、今後このようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第

２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変更に関す

る件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。 

また、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号８号につきましては、

原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたしま

す。 
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議題３．農地法第４条許可申請に関する件 

７ページ～９ページ １２件 

議    長 次に、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

先ほど吉田の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変更に関する

件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１１件について審議していた

だききたいと思います。 

まず、谷山、事務局お願いします。 

 

谷 山 支 局 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：駐車場１２０．００㎡、転回場等４０６．００㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…私道、西・北…宅地、南…農道、境界…ブロッ

ク積、雨水…自然流下。 

番号２号、駐車場１２０．００㎡、転回場等４０６．００㎡、東…私道、西・

北…宅地、南…農道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

番号１、２について、補足して説明いたします。 

番号１、２の申請人は、兄弟であり、必要な手続きを経ずに、当該地を 

平成２７年ごろから共同で月極駐車場として使用していたことから、今回始末

書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号３号、駐車場６０．００㎡、転回場等２０５．００㎡、東…宅地、西・南

…農道、北…本人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

この件について補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を平成２７年ごろから駐車場とし

て使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号４号、駐車場３７７．５０㎡、転回場等７５３．６７㎡、東…県道、西・

南・北…宅地、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、通路１１９．００㎡、東・北…山林、西…私道、南…宅地、山林、

境界…土留、雨水…自然流下。 

この件について補足説明いたします。 

被相続人である申請人の父が、農地法第４条の転用許可が必要であることを

知らずに、平成１０年頃、当該申請地を、所有する山林に通じる通路として使用

しておりましたが、今回、農業委員会の指導にもとづき、「始末書」添付のうえ、

改めて申請がなされたものでございます。 

つきましては、今後、このような事のないよう、代理人を通じて指導したとこ

ろでございます。 

番号６号、貸車両置場８９．６０㎡、転回場等８９３．４０㎡、東・西…他人

畑、南…山林、北…農道、境界…ブロック積、土留、雨水…自然流下。 

番号７号、貸車両置場８７．７０㎡、転回場等７１０．３０㎡、東…宅地、西

…他人畑、南…山林、北…農道、境界…ブロック積、土留、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、住家１棟１１７．９２㎡、庭敷地等３１８．０８㎡、 

法面１３５．００㎡、東…農道、西…山林、南…水路、北…宅地、境界…ブロッ

ク積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽。 

この件について補足説明します。 

一般住宅建築に伴う転用面積の上限５００㎡を超過していますが、申請地の

南側が法面になっており、有効面積が４３６㎡であることから、今回の転用は

やむを得ないと判断しました。 

番号１０号、貸駐車場６６３．００㎡、転回場等６６４．００㎡、東・北…市

道、西…宅地、南…学校用地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

この件について補足説明します。  

申請地は転用許可を受けないままで、すでに整地していたことから、今回始

末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならな

いこと、今後は、このようなことがないよう指導しました。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、住家１棟８８．６０㎡、庭敷地等３８０．３５㎡、東・西…宅地、

南…別件４条申請地、本人畑、北…本人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…県

道側溝、汚水…合併浄化槽。 

この件について補足説明します。 

申請地は郡山支所から東へ約２．２キロの位置にある、その他の区域の第２

種農地です。 

農地全体の西側は県道に接しており、その農地の一部９０．００㎡と隣接す

る自己所有の宅地 ３７８．９５㎡を住宅用の敷地として一体利用し、住宅を建

築するものです。宅地には、県道につながる既設の集水桝があり、雨水が流出す

るようになっています。 

番号１２号、通路１１９．００㎡、東…本人畑、西…本人畑、県道、南…宅地、

北…別件４条申請地、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

この件について補足説明します。 

この通路は、畑や農機具用倉庫及び申請番号１１の住宅に接続する通路とし

て利用するものです。 

なお、相続する前の所有者が、平成２４年の８月から１２月までの間にコン

クリート舗装を行ったもので、平成２５年から通路として利用してきました。 

しかし、その際に、農地転用の許可が必要であることを知らずに、整備したた

め、今回、顛末書添付のうえ、４条申請を行い、追認許可を受けようとするもの

です。 

譲渡人に対しては、農地を転用する場合は、農地法の許可が必要なこと、今後

はこのようなことのないよう指導いたしました。 
以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全

て、第２種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申請に関す

る件」１１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可

書を交付することといたします。 

 

 

議題４．農地法第５条許可申請に関する件 

１０ページ～１３ページ １２件 

議    長 次に、議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、事務局お願いします。 
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谷 山 支 局 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：車両置場３６０．００㎡、転回場等４３１．００㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東・西・南…水路、北…市道、境界…土留、雨水

…自然流下、権利の種別：所有権移転、贈与。 

この件について補足して説明いたします。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和３年ごろから車両置場とし

て使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、 

今後は、このようなことのないよう指導いたしました。 

番号２号、住家１棟１０１．８５㎡、通路３０．４７㎡、 

庭敷地等４２２．３０㎡、東…他人畑、西…宅地、南…農道、北…市道、宅地、

境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明いたします。 

申請地の面積は、隣接の宅地を含めて５５４．６２㎡ありますが、通路部分が

３０．４７㎡あり、住宅部分は５５０㎡以内であることから、今回の転用許可は

やむを得ないと判断いたしました。 

番号３号、資材置場２５０．００㎡、車両置場４３．５０㎡、 

転回場等８２９．５０㎡、東…水路、宅地、西…水道用地、貸人畑、他人畑、南

…水路、他人畑、北…市道、水道用地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、賃

貸借権。 

番号４号、建売住宅４棟１８９．６０㎡、庭敷地等８２０．４０㎡、東…市道、

西…別件５条申請地、南…農道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側

溝、農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号５号、通路１０７．００㎡、東…別件５条申請地、西…宅地、雑種地、南

…農道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号６号、資材置場１９０．００㎡、転回場等２３５．００㎡、東…他人畑、

西…私道、南…水路、北…宅地、他人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、

所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、ドッグラン３０１．３６㎡、東…山林、私道、西…山林、渡人畑、

南・北…山林、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、太陽光発電４４１．６５㎡、通路３７４．３５㎡、 

法面等１８２．００㎡、東・南…貸人畑、西…里道、北…雑種地、境界…フェン

ス、雨水…自然流下、地上権、有償。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、住家１棟１１６．０９㎡、車庫１棟５６．５０㎡、 

庭敷地等３２７．１２㎡、東・南…市道、西…宅地、北…山林、境界…土留、コ

ンクリート擁壁、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明いたします。 

転用面積が７２０㎡ですが、申請地は崖地後退のため有効面積は 

４９９．７１㎡となります。 

また、雨水につきましては、譲受人取得予定の北側山林に埋設された排水管

を経て水路へ放流することとなります。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、住家１棟９４．４３㎡、庭敷地等２５６．５７㎡、東・南・北…

貸人畑、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、使

用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、住家１棟５０．７６㎡、倉庫１棟１０．５５㎡、 

庭敷地等６６３．５２㎡、東…宅地、西…渡人畑、南…山林、北…県道、境界…

ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件について補足説明します。 

申請地は、郡山支所から西へ約１.９ｋｍの位置にある、その他の区域の第２

種農地です。 

なお、２筆で７２４．８３㎡ありますが、がけ規制により有効面積は 

４６７．７５㎡となっています。 

譲渡人は、令和３年１２月に３条取得し、重機を入れて開墾を行い、唐芋や果

樹を耕作してきましたが、高齢になり、広大な農地を個人として維持・管理する

ことが困難になったうえ、令和５年１２月には、病気の治療後の経過が思わし

くなく、耕作できないまま周辺土地にも迷惑をかけてしまうところに、住宅を

建築したいと申請地を所望されたため、熟慮したうえで、やむを得ず売却する

決断をしたとのことです。 

番号１２号、住家１棟７４．７３㎡、庭敷地等３１５．２７㎡、東・西・南…

宅地、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。 

この件について補足説明します。 

申請地は郡山支所から北西へ約１．７ｋｍの位置にあり東側・南側・北側には

集落が形成されていますが、西側に１０ｈａ以上である約１３．３ｈａの農地

の広がりがあるため、第１種農地の集落接続施設に該当します。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番

号１２号は、第１種農地、それ以外は全て、第２種農地に該当すると判断されま

す。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申請に関す

る件」１２件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可

書を交付することといたします。 

但し、第１種農地である番号１２号につきましては、「県農業会議」に意見聴

取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといた

します。 
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議題５．非農地認定に関する件 

１４ページ～１５ページ ７件 

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号２号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、調査結果：倉庫１棟、５５年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号５号、調査結果：１７１３－乙、１９０７－５：雑木自然繁茂、約５０年

経過、現況山林。１９０６－２、１９０６－４：孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０

年経過、現況山林。 

番号６号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

番号７号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する件」７件

につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題６．相続税の納税猶予に関する件 

１６ページ １件 

議    長 次に、議題６．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

吉野、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 １６ページをお開きください。 

相続税の納税猶予の証明に係るものでございます。 

相続税の納税猶予とは、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から 

２０年間営農の継続を行っている場合に、相続税の支払いを一定の条件のもと

に猶予する制度であります。 

この制度を受けようとする相続人は、相続税の申告期限から３年目ごとに、

引き続きこの特例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出する必要がありま

すが、その際に農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている証明書」

を添付することになっております。 

今回、２件の申請があり、令和７年１２月１２日に、１５番委員、私、事務局

職員２名の計４名で現地を調査いたしましたので、その結果についてご説明い

たします。 

まず、相続開始年月日は、平成２２年３月１７日、今回が６回目の発行でござ

います。 

特例適用農地においては、露地にてニンニク、たまねぎ、ねぎ、スナップエン

ドウを作付中であり、またスモモ、モモを植付中でございました。 

したがいまして、対象の特例適用農地において、申請者が農業経営を行って

いることを確認しましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の

発行については、支障がないものと判断したところでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「相続税の納税猶予に関する件」

１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

 

議題７．農用地利用集積等促進計画に関する件 

別冊資料２ １０件 

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積等促進計画に関する件」を審議します。別冊

資料２です。 

事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 議題７．「農用地利用集積等促進計画に関する件」について説明します。 

別冊資料２をご覧ください。 

令和８年２月２８日から貸付予定の農地になります。 

但し、３０ページから３１ページにあります案件につきましては、令和８年

２月１日から貸付予定の農地になります。本来、この件については、１１月の総

会で審議するべきものでしたが、書類に不備があり、総会に資料の提出が間に

合いませんでした。事前にこの件はわかったので、鹿児島県地域振興公社と協

議を行い、今回の総会で審議していただき承認されればいいと了解を得ており

ます。 

２月１日開始の１件と２月２８日開始の９件の集計は、１ページをご覧くだ

さい。 

賃貸借権８筆、６，６７８．００㎡、使用貸借権１８筆、１２，８４１．００

㎡、合計１０件、２６筆、１９，５９１.００㎡となっております。 

２ページから３ページは２月２８日開始の一覧になります。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、４ページか

ら３１ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積等促進計画に

関する件」１０件につきましては、原案どおり承認することに決定いたします。 

 

 

議題８．土地改良法に基づく換地計画に対する同意に関する件 

別冊資料４ １件 

議    長 次に、議題８．「土地改良法に基づく換地計画に対する同意に関する件」を審

議します。別冊資料４です。 

農地整備課から説明をお願いします。 
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農 地 整 備 課 それでは、団体営農業基盤整備促進（区画整理）事業 鹿児島第１二期地区 

川原田の換地計画につきまして、ご説明させていただきます。 

農地整備課の北原です。どうぞよろしくお願いします。 

まず、川原田ほ場の位置についてご説明いたします。資料の１ページをご覧

下さい。位置図の下部にある河頭発電所に沿って国道３号と二級河川甲突川が

ございます。川原田ほ場は、河頭発電所から市街地側にある国道３号の河頭交

差点から皆与志小学校方向に入った市道沿いのグレー着色した箇所になりま

す。 

続きまして、２ページをお開きください。 

換地設計書の『団地計画の内容』でございますが、まず、『関係農家数』が

７戸。次に『団地数』とありますが、『団地数』とは、隣接する土地が同一所

有者である場合、土地が数筆あっても、１団地として計上しております。ま

た、『従前の土地』は工事する前の、『換地』は工事後の団地の数となります。 

以上を踏まえまして、『従前の土地』は９団地で、『換地』は７団地でござい

ます。 

次の『集団化率』とありますが、『集団化率』とは、点在していた農地を集

約した度合いのことを表し、１００％となっております。 

次の『１団地当たりの面積』ですが、農地面積を団地数で割ったものであ

り、『従前の土地』が９９２㎡、『換地』が１，０２３㎡となります。 

下に移りまして、『換地処分等の時期』でございますが、『換地計画にかかる

土地改良事業の工事完了時期』は、令和６年３月に終わっております。『換地

処分時期』は、令和８年３月を予定しています。 

３ページをお開きください。 

２の『地区総計表』についてご説明申し上げます。 

表の左の欄『従前の土地』としましては、『田』が１７筆の８，９２８㎡で

ございましたが、ほ場整備を行った結果、表の右の欄『換地又は換地処分後の

土地』としまして、『田』が７筆の７，１６４㎡となっております。 

４ページをお開きください。引き続き、２の『地区総計表』についてご説明

申し上げます。 

表の左の欄『従前の土地』としましては、『道路』や『水路』はございませ

んでした。ほ場整備を行った結果、表の右の欄『換地又は換地処分後の土地』

としまして、新しく築造された『道路』が２筆の１，４２６㎡、 

同じく『水路』が４筆の３４０㎡でございます。 

５ページにつきましては、農家番号と所有者名簿でございますので、後ほど

お目通しをお願いします。 

６ページは、工事前の図面になります。 

各筆の円の中に文字が書いてございますが、下段の数字が農家番号、上段の

数字が団地数になります。ご覧のとおり、不正形な土地が多く、また、道路や

水路がない状況でした。 

７ページは工事後の図面となります。 

土地が整形され、道路や水路も整備され、利用しやすい状況になっておりま

す。この鹿児島第１二期地区川原田の換地計画につきましては、１１月１０日

月曜日の午前１０時から皆与志町下公民館におきまして、権利者会議を開催し
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ました。権利者の方々、総数７名に対しまして、出席者及び書面議決者は７名

で、議長を除く出席者全員の賛同をいただいております。 

最後になりますが、今後のスケジュールにつきましては、農業委員会から今

回の換地計画に対する同意をいただきました後に、鹿児島県に対しまして換地

計画の認可申請を行い、３月頃に換地処分公告を行いたいと考えております。 

なお、換地処分後に、７ページの図面のとおりに法務局へ登記され、鹿児島

第１二期地区川原田のほ場整備が完了することとなります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議    長 ただいま、農地整備課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

議題８．「土地改良法に基づく換地計画に対する同意に関する件」１件につき

ましては、原案どおり同意することに決定いたします。 

 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

１７ページ～２１ページ ５件 

議 長 次に、報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、事務局お願いします。 

 

谷 山 支 局 

 

報告します。１７ページです。 

照会日：令和７年１２月２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１２月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、１８ページです。 

照会日：令和７年１２月２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１２月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 

 

報告します。１９ページです。 

照会日：令和７年１１月１８日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１２月２日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 

 

報告します。２０ページです。 

照会日：令和７年１２月８日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１２月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、２１ページです。 

照会日：令和７年１２月８日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和７年１２月１５日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

２２ページ～２４ページ １１件 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

２５ページ～３２ページ ２５件 

４．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

３３ページ～３８ページ １１件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 

 

２２ページをお開き下さい。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。 

登記地目別では、田１５筆、１０，０６９．００㎡、畑４３筆、 

２７，６０８．００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１１件、

権利の種別は、所有権が１１件。農業委員会によるあっせん等は、無が１１件と

なっております。 

２３ページから２４ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、２５ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、上から順に一般住宅が３件、共同住宅が１

件、合計４件となっております。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が１４件、共同住宅が１件、駐車場３件、

資材置場１件、店舗等が１件、その他が１件、合計２１件となっております。 

２６ページは、４条関係４件、２７ページから３２ページは、５条関係２１件

の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、３３ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に係る意見書に関する件」として、

審議いただいた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権５件、７筆、９，７８４．００㎡、使用貸借権６件、１０筆、 

９，５９６．００㎡、合計１１件、１７筆、１９，３８０．００㎡です。 

３４ページから３８ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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５．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 

別冊資料４ １２９件 

事 務 局 

 

報告事項４「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料５ご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１２９筆８４，４５０㎡の非農地判断を実施して

いただいております。 

実施結果に基づきまして、備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付しておりま

す。関係部署については総会終了後に通知する予定です。内容につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午後３時） 

 

ここで、皆様にご案内します。 

桜島の溝川支局主任におかれましては、１２月末をもって退職されることにな

っております。一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

それでは、溝川支局主任よりご挨拶をお願いします。 

 

（溝川支局主任挨拶終了後） 

 

ありがとうございました。長い間、市政に尽力いただき大変お疲れ様でした。 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和７年度第１１回総会（月例）開催日時は、 

１月２８日（水）午前１０時開会 

中央公民館地下 第２中会議室 

 

この後、午後３時１５分から、第２回合同委員会を開催いたします。休憩を取

りますが、５分前までにご着席をお願します。 

 

議    長 

 

 

 

 

 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午後３時５分） 

 

 


